
(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 1/15 

下水道管きょ工事仕様書   現行と改定の比較表 （平成 30 年 4 月改定） 

章 現    行 改  定 備  考 

第 1 章 総則 

P17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負人に対して、期限を定めて修補の指示を

行うことができるものとする。 

 

    表－１ 排出ガス対策型機械（一般） 

機       種 備    考 

一般工事用建設機械 

・ バックホウ 

・ トラクターショベル（車輪式） 

・ ブルドーザ 

・ 発動発電機（可搬式） 

・ 空気圧縮機（可搬式） 

・ 油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別

に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭

載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼

管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、杭打ち用ウｵー

タージェット、アースオーガ、オールケーシング掘削機、

リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下

連続壁施工機、全回転オールケーシング掘削機） 

・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ ホイルクレーン、クローラクレーン、ラフテレーンクレー

ン 

・ アスファルトフィニッシャー 

・ モーターグレーダ、除雪グレーダ 

ディーゼルエンジン（エンジ

ン出力 7.5ｋｗ以上 260ｋｗ

以下）を搭載した建設機械に

限る。 

ただし、道路運送車両の保安

基準に排出ガス基準が定め

られている自動車で、有効な

自動車検査証の交付を受け

ているものは除く。 

・「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（通称オフロード法）」の基準適合表示が

付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの 

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの 

 

 

 

 

 

 

 

5) 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、札幌市工事施行規定第 33条（工事の検査報告等）

の規程を準用するものとする。 

 

表－１ 排出ガス対策型機械（一般） 

機       種 備    考 

一般工事用建設機械 

・ バックホウ 

・ トラクターショベル（車輪式） 

・ ブルドーザ 

・ 発動発電機（可搬式） 

・ 空気圧縮機（可搬式） 

・ 油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別

に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭

載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼

管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、杭打ち用ウｵー

タージェット、アースオーガ、オールケーシング掘削機、

リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下

連続壁施工機、全回転オールケーシング掘削機） 

・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ ホイルクレーン、クローラクレーン、ラフテレーンクレー

ン 

・ アスファルトフィニッシャー 

・ モーターグレーダ、除雪グレーダ 

ディーゼルエンジン（エン

ジン出力 7.5ｋｗ以上 260

ｋｗ以下）を搭載した建設

機械に限る。 

ただし、道路運送車両の

保安基準に排出ガス基準が

定められている自動車で、

有効な自動車検査証の交付

を受けているものは除く。 

 

下線部の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土木工事標

準仕様書に

合わせて改
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(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 2/15 

章 現    行 改  定 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－２ 排出ガス対策型機械（トンネル） 

機     種 備    考 

トンネル工事用建設機械 

・ バックホウ 

・ トラクタショベル 

・ 大型ブレーカ 

・ コンクリート吹付機 

・ ドリルジャンボ 

・ ダンプトラック 

・ トラックミキサ 

ディーゼルエンジン（エンジン出力 30ｋｗ以

上 260ｋｗ以下）を搭載した建設機械に限る。 

ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス

基準が定められている自動車の種別で、有効

な自動車検査証の交付を受けているものは除

く。 

・オフロード法の 2011年基準適合表示又は 2011年基準同等適合表示が付されているもの 

・トンネル工事排出ガス対策建設機械として指定を受けたもの 

 

 

(1) 地方自治法 （平成 28年 3月改正 法律第 21号） 

(2) 建設業法 (平成 26年 8月改正 法律第 69号） 

(3) 下請代金支払遅延等防止法  （平成 21年 6月改正 法律第 51号） 

(4) 労働基準法 （平成 27年 5月改正 法律第 31号） 

(5) 労働安全衛生法 （平成 27年 5月改正 法律第 17号） 

(6) 作業環境測定法 （平成 26年 6月改正 法律第 82号） 

(7) じん肺法  （平成 26年 6月改正 法律第 82号） 

(8) 雇用保険法 （平成 28年 3月改正 法律第 17号） 

(9) 労働者災害補償保険法 （平成 27年 5月改正 法律第 17号） 

(10) 健康保険法 （平成 27年 5月改正 法律第 31号） 

(11) 中小企業退職金共済法 （平成 27年 5月改正 法律第 17号） 

(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 （平成 28年 3月改正 法律第 17号） 

(13) 出入国管理及び難民認定法 （平成 27年 6月改正 法律第 46号） 

(14) 道路法 （平成 28年 3月改正 法律第 19号） 

(15) 道路交通法 （平成 27年 9月改正 法律第 76号） 

(16) 道路運送法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(17) 道路運送車両法 （平成 28年 3月改正 法律第 13号） 

(18) 砂防法   （平成 25年 11月改正 法律第 76号） 

(19) 地すべり等防止法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(20) 河川法 （平成 27年 5月改正 法律第 22号） 

(21) 下水道法 （平成 27年 5月改正 法律第 22号） 

(22) 航空法 （平成 27年 9月改正 法律第 67号） 

 

 表－２ 排出ガス対策型機械（トンネル） 

機     種 備    考 

トンネル工事用建設機械 

・ バックホウ 

・ トラクタショベル 

・ 大型ブレーカ 

・ コンクリート吹付機 

・ ドリルジャンボ 

・ ダンプトラック 

・ トラックミキサ 

ディーゼルエンジン（エンジン出力 30ｋｗ以

上 260ｋｗ以下）を搭載した建設機械に限る。 

ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス

基準が定められている自動車の種別で、有効

な自動車検査証の交付を受けているものは除

く。 

 

下線部の削除 

 

 

(1) 地方自治法 （平成 28年 12月改正 法律第 101号） 

(2) 建設業法  (平成 26年 8月改正 法律第 69号） 

(3) 下請代金支払遅延等防止法  （平成 21年 6月改正 法律第 51号） 

(4) 労働基準法 （平成 27年 5月改正 法律第 31号） 

(5) 労働安全衛生法 （平成 27年 5月改正 法律第 17号） 

(6) 作業環境測定法 （平成 26年 6月改正 法律第 82号） 

(7) じん肺法  （平成 26年 6月改正 法律第 82号） 

(8) 雇用保険法 （平成 28年 8月改正 法律第 63号） 

(9) 労働者災害補償保険法 （平成 27年 5月改正 法律第 17号） 

(10) 健康保険法 （平成 28年 11月改正 法律第 84号） 

(11) 中小企業退職金共済法 （平成 28年 6月改正 法律第 66号） 

(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 （平成 28年 5月改正 法律第 47号） 

(13) 出入国管理及び難民認定法 （平成 28年 11月改正 法律第 89号） 

(14) 道路法 （平成 28年 3月改正 法律第 19号） 

(15) 道路交通法 （平成 27年 9月改正 法律第 76号） 

(16) 道路運送法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(17) 道路運送車両法 （平成 28年 11月改正 法律第 86号） 

(18) 砂防法   （平成 25年 11月改正 法律第 76号） 

(19) 地すべり等防止法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(20) 河川法 （平成 27年 5月改正 法律第 22号） 

(21) 下水道法 （平成 27年 5月改正 法律第 22号） 

(22) 航空法 （平成 27年 9月改正 法律第 67号） 

 

 

土木工事標

準仕様書に

合わせて改

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 3/15 

章 現    行 改  定 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 公有水面埋立法 （平成 26年 6月改正 法律第 51号） 

(24) 軌道法 （平成 18年 3月改正 法律第 19号） 

(25) 森林法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(26) 環境基本法 （平成 26年 5月改正 法律第 46号） 

(27) 火薬類取締法 （平成 27年 6月改正 法律第 50号） 

(28) 大気汚染防止法 （平成 27年 6月改正 法律第 41号） 

(29) 騒音規制法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(30) 水質汚濁防止法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(31) 湖沼水質保全特別措置法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(32) 振動規制法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(33) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （平成 27年 7月改正 法律第 58号） 

(34) 資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(35) 文化財保護法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(36) 砂利採取法 （平成 27年 6月改正 法律第 50号） 

(37) 電気事業法 （平成 27年 6月改正 法律第 47号） 

(38) 消防法 （平成 27年 9月改正 法律第 66号） 

(39) 測量法 （平成 23年 6月改正 法律第 61号） 

(40) 建築基準法 （平成 27年 6月改正 法律第 50号） 

(41) 都市公園法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(42) 電波法 （平成 27年 5月改正 法律第 26号） 

(43) 計量法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(44) 著作権法 （平成 27年 6月改正 法律第 46号） 

(45) 都市計画法 （平成 27年 6月改正 法律第 50号） 

(46) 土地収用法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(47) 民法 （平成 25年 12月改正 法律第 94号） 

(48) 最低賃金法 （平成 24年 4月改正 法律第 27号） 

(49) 職業安定法 （平成 28年 3月改正 法律第 17号） 

(50) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成 26年 6月改正 法律第 55号） 

(51) 水道法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(52) 自然公園法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

（中略） 

(59) 農薬取締法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(60) 国等による環境物品等の調達に関する法律 （平成 27年 9月改正 法律第 66号） 

(61) 河川法施行法 （平成 11年 12月改正 法律第 160号） 

(62) 地方税法 （平成 28年 3月改正 法律第 18号） 

(63) 技術士法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(64) 厚生年金保険法   （平成 28年 3月改正 法律第 17号） 

 

 

(23) 公有水面埋立法 （平成 26年 6月改正 法律第 51号） 

(24) 軌道法 （平成 18年 3月改正 法律第 19号） 

(25) 森林法 （平成 28年 5月改正 法律第 47号） 

(26) 環境基本法 （平成 26年 5月改正 法律第 46号） 

(27) 火薬類取締法 （平成 27年 6月改正 法律第 50号） 

(28) 大気汚染防止法 （平成 27年 6月改正 法律第 41号） 

(29) 騒音規制法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(30) 水質汚濁防止法 （平成 28年 5月改正 法律第 47号） 

(31) 湖沼水質保全特別措置法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(32) 振動規制法 （平成 26年 6月改正 法律第 72号） 

(33) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （平成 27年 7月改正 法律第 58号） 

(34) 資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(35) 文化財保護法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(36) 砂利採取法 （平成 27年 6月改正 法律第 50号） 

(37) 電気事業法 （平成 28年 6月改正 法律第 59号） 

(38) 消防法 （平成 27年 9月改正 法律第 66号） 

(39) 測量法 （平成 23年 6月改正 法律第 61号） 

(40) 建築基準法 （平成 28年 6月改正 法律第 72号） 

(41) 都市公園法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(42) 電波法 （平成 27年 5月改正 法律第 26号） 

(43) 計量法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(44) 著作権法 （平成 28年 5月改正 法律第 51号） 

(45) 都市計画法 （平成 28年 6月改正 法律第 72号） 

(46) 土地収用法 （平成 28年 11月改正 法律第 76号） 

(47) 民法 （平成 28年 6月改正 法律第 71号） 

(48) 最低賃金法 （平成 24年 4月改正 法律第 27号） 

(49) 職業安定法 （平成 28年 5月改正 法律第 47号） 

(50) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成 26年 6月改正 法律第 55号） 

(51) 水道法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(52) 自然公園法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

（中略） 

(59) 農薬取締法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(60) 国等による環境物品等の調達に関する法律 （平成 27年 9月改正 法律第 66号） 

(61) 河川法施行法 （平成 11年 12月改正 法律第 160号） 

(62) 地方税法 （平成 28年 12月改正 法律第 101号） 

(63) 技術士法 （平成 26年 6月改正 法律第 69号） 

(64) 厚生年金保険法 （平成 28年 11月改正 法律第 84号） 

 

 

土木工事標

準仕様書に

合わせて改

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 4/15 

章 現    行 改  定 備  考 

P29 

 

 

 

 

第２章 事現

場管理等安全

管理 

P3 

 

 

P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（平成 22年 12月 3日改正法律第 65号）第２

条第１項第１号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属する

ものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について、発注

者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。 

 

1) 請負人は、土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成 21年 3月）、

建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長及び総合政策局建設施工企画課長

通達、平成 17年 3月一部改正）及び JIS A（斜面・法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工

事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針等

は当該工事の契約条項を超えて請負人を拘束するものではない。 

 

3) 請負人は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、工事監督員、

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路表示に関する命

令（平成 24年 2月 27日総理府・国土交通省令第 1号）、道路工事現場における標示施設等の設置

基準（建設省道路局長通知 昭和 37年 8月 30日）、道路工事現場における表示施設等の設置基準

の一部改正について（道路局長通知 平成 18年 3月 31日 国道利 37号・国道国防第 205号）、

道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、

国道・防災課長通知 平成 18年 3月 31日 国道利 38号・国道国防第 206号）及び道路工事保安

施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知 昭和 47年 2月）に基づくなどして、安全対

策を講じなければならない。 

 

 

3) 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（平成 28年 5月 27日改正法律第 51号）第２条

第１項第１号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するもの

とする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について、発注者はこ

れを自由に加除又は編集して利用することができる。 

 

1) 請負人は、土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成 29年 3月）、

建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長及び総合政策局建設施工企画課長通

達、平成 17年 3月一部改正）及び JIS A（斜面・法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事の

安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針等は当該

工事の契約条項を超えて請負人を拘束するものではない。 

 

3) 請負人は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、工事監督員、道

路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令（平

成 28年 7月 15日総理府・国土交通省令第 2号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（建

設省道路局長通知 昭和 37年 8月 30日）、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正

について（道路局長通知 平成 18年 3月 31日 国道利 37号・国道国防第 205号）、道路工事現場

における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課

長通知 平成 18年 3月 31日 国道利 38号・国道国防第 206号）及び道路工事保安施設設置基準（案）

（建設省道路局国道第一課通知 昭和 47年 2月）に基づくなどして、安全対策を講じなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 5/15 

章 現    行 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P2 

 

 

 

工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 6/15 

章 改    定 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P2 

 工事管理室

様式に合わ

せて修正 

 

 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 7/15 

 

章 現    行 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P3 

 

 

工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 8/15 

章 改    定 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P3 

 工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 9/15 

 

章 現    行 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P4 

 

 

工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 10/15 

章 改    定 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P4 

 工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 11/15 

章 現    行 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P5 

 

 

工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 12/15 

章 改    定 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P5 

 工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 13/15 

章 現    行 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P6 

 

 

工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 14/15 

章 改    定 備 考 

第 15 章工事

しゅん功 

P6 

 

工事管理室

様式に合わ

せて修正 



(下水道管きょ工事仕様書 現行と訂正)対照表 15/15 

章 現    行 改  定 備  考 

第 16 章 施

下水道管きょ

工事施工管理

基準等 

P29 

 

 

 

P38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 撮影方法 

    写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板(65 ㎝×50 ㎝)を文字が判読

できるよう被写体とともに写しこみ、状況、場所、時期、寸法等の確認、判定等ができるよう工

夫するものとし、撮影方法の詳細については、工事監督員と協議するものとする。 

 

 

 

 

（２） 撮影方法 

     写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写

体とともに写しこみ、状況、場所、時期、寸法等の確認、判定等ができるよう工夫するものとし、

撮影方法の詳細については、工事監督員と協議するものとする。 

下線部の削除 

 

 

試験規格の

修正 

 

 

 

 

 

 

小黒板のサ

イズ指定を

廃止 

 


